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作成日：2024年 10月 31日 
最終更新日：2025 年 10 月 31 日 

学校法人大阪産業大学 
 

アセットオーナー・プリンシプルの受入れ表明 
 
学校法人大阪産業大学（以下「本学園」）はアセットオーナー（実際の資産保有者として資産運用の
領域に参加する機関投資家）として、その資産を運用する責任（フィデュ―シャリー・デューティー）
を果たしていく観点から、「アセットオーナーの運用・ガバナンス・リスク管理に係る共通の原則（ア
セットオーナー・プリンシプル）」に賛同し、受け入れることを表明します。 
アセットオーナーとしての本学園の実施状況は、以下のとおりです。 
 

共通の原則 本学園の実施状況 
原則１． 
アセットオーナーは、受益
者等の最善の利益を勘案
し、何のために運用を行う
のかという運用目的を定
め、適切な手続に基づく意
思決定の下、経済・金融環
境等を踏まえつつ、運用目
的に合った運用目標及び
運用方針を定めるべきで
ある。また、これらは状況
変化に応じて適切に見直
すべきである。 

規程 ・本学園は理事会で承認された「資金運用規程」および
「資金運用細則」等において、資金運用に係る意思決定
の手続や運用目的・運用方針等を定めています。 

意思決定
の手続 

・資金運用に関する事項を協議し、資金運用および資金
管理の適切性を評価する機関として、資金運用委員会を
理事長のもとに設置しています。 
・資金運用委員会は原則四半期毎に開催しますが、必要
に応じて臨時開催も行います。 
・資金運用委員会での協議・決定事項や資金の運用およ
び管理の状況等を、四半期毎に理事会へ報告しています。 

運用目的 ・本学園の資金運用は、収入源の多様化を図るために、適
正かつ効率的に運用することを旨とし、利子・配当金な
ど安定的に積み上がる収益を重視しつつ、必要とされる
総合収益を長期的に確保することを目的としています。 

運用方針 ・資金の運用にあたっては、自家運用は償還時に元本が
回収できる確実性が高いものに限り、相場変動により元
本割れのおそれがあるものは外部委託運用を行います。 
・また、資産特性により短期・中期・長期に運用方法を区
分し、区分毎の適正な規模の範囲内で運用を行うことを
原則としています。 
(1)短期：流動負債相当資金および第４号基本金は、運転
資金に相当する資金であり、普通預金・定期預金・合同運
用指定金銭信託等の流動性の高い金融商品による自家運
用を行います。 
(2)中期：退職金・減価償却引当特定資産および第２号基
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本金相当額は、いずれ退職金の支払や有形固定資産の建
替更新・取得に充てる資金であり、一定の流動性に配慮
しながら中期的な運用が可能。国内債券（ラダー型）によ
る自家運用を行います。 
(3)長期：資金全体から短期・中期運用資金を控除した第
３号基本金相当額は、継続的に保持し得る資金であり、
リスクをとった長期的な運用が可能。内外株式や外国債
券等を投資対象とした外部委託運用を行います。 

運用目標 ・資金運用全体の構成比を短期30%、中期50%、長期 20%
程度へ移行の上、資金運用全体の運用利回り 1%程度を目
指します。  
・長期（外部委託運用）の基本ポートフォリオは、本学園
の資金運用方針に適合し、運用の目標収益率に沿った資
産構成割合とし、資金運用に関し一般に認められている
専門的な知見並びに国内外の経済動向を考慮の上、長期
的な観点から目標収益率を 4～5%に設定しています。ま
た、年１回以上の検証を行い、設定時に想定した運用環
境が現実から乖離しているなど必要があると認める場合
には、見直しを行います。具体的な基本ポートフォリオ
は、下記「基本ポートフォリオの内容」をご参照くださ
い。 

原則２． 
受益者等の最善の利益を
追求する上では、アセット
オーナーにおいて専門的
知見に基づいて行動する
ことが求められる。そこ
で、アセットオーナーは、
原則１の運用目標・運用方
針に照らして必要な人材
確保などの体制整備を行
い、その体制を適切に機能
させるとともに、知見の補
充・充実のために必要な場
合には、外部知見の活用や
外部委託を検討すべきで
ある。 
 

専門的知
見を確保
するため
の体制 

・自家運用および外部委託運用先の管理は財務部にて行
いますが、自家運用に係る執行・外部委託運用に係る指
図およびそれらの事務を的確に遂行するため、同部には
金融業務経験者など専門的知識および経験を有する担当
者を２名以上配置することにしています。 
・また、知見の補充・充実のために、外部委託運用先をは
じめとした取引金融機関などの資金運用に精通している
者の意見・助言を受けている他、資金運用担当者は資金
運用に関するセミナー等にも積極的に参加しています。 
 

原則３． 運用 ・外部委託運用の選定は、「資金運用細則」に定めた「選
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アセットオーナーは、運用
目標の実現のため、運用方
針に基づき、自己又は第三
者ではなく受益者等の利
益の観点から運用方法の
選択を適切に行うほか、投
資先の分散をはじめとす
るリスク管理を適切に行
うべきである。特に、運用
を金融機関等に委託する
場合は、利益相反を適切に
管理しつつ最適な運用委
託先を選定するとともに、
定期的な見直しを行うべ
きである。 

委託先 定シート」に基づき、定量評価並びに定性評価を組み合
わせ総合的に行います。選定における主な要件は以下の
とおりです。 
(1)経営理念、経営内容および社会的評価において問題が
ないこと 
(2)国内外における運用資産残高がグループ全体で 1,000
億円以上あり、法人資産運用の経験および実績があるこ
と 
(3)運用管理、事務処理、法令遵守等の体制に問題がなく、
過去 3 年において著しい不祥事がないこと 
(4)金融商品取引法に基づく金融商品取引業者としての
登録を受け、投資運用業を行うことができること（登録
金融機関として投資運用業を行う信託兼営金融機関を含
む） 
(5)再委託先等についても、前(1)～(4)を満たすこと 
・また、外部委託運用先が特定の先に集中しないよう、外
部委託金額による外部委託運用先数の目安を定めていま
す。 
・外部委託運用先の評価については、原則として３年毎
に、「資金運用細則」に定めた「評価シート」に基づき、
定量評価並びに定性評価を組み合わせ総合的に行いま
す。なお、短期の運用成績に著しく問題がある場合等に
おいては、臨時で評価を行います。 
・また、市場価格の大幅な変動により、資産構成比が基本
ポートフォリオから著しく乖離した場合、もしくは運用
スタイル・運用手法の適正な分散を目的として運用ガイ
ドラインの見直しを行う場合等においては、外部委託運
用先の評価にかかわらず、外部委託金額の変更、契約の
解除、運用ガイドラインの変更等を行うことがあります。 

運用方法 ・「資金運用細則」に定めた「商品シート」にて、委託す
る運用商品を選定します。選定商品における主な要件は
以下のとおりです。 
(1)基本ポートフォリオの範囲内であり、目標収益率の達
成に資するものであること 
(2)当該商品の運用方針・運用スタイル・運用手法および
目標収益率等を鑑み、本学園の安定的な運用にとって適
切な商品であること 
(3)既投資済みの商品も含め、十分な分散効果が見込める
こと 
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リスク 
管理 

・短期・中期の運用は、自家運用にて行いますが、償還時
に元本が回収できる確実性が高いものに運用対象を限定
しています。また、格付け基準を設け、短期の運用資金は
トリプル B 以上、中期の運用資金は A 格以上に投資する
ことにしています。特に仕組債については、償還時元本
円建て 100％のもの、かつ期間 10 年以内のものに投資対
象を限定しています。また、集中投資を回避するため、国
債、政府関係機関債および地方債以外の債券を取得する
場合、同一発行体が発行した債券への投資額は、原則と
して自家運用資産の総額の 10％を超えないものとしてい
ます。 
・長期の運用は、内外株式や外国債券等の相場変動によ
り元本割れのおそれがあるものを投資対象にするため、
外部委託運用にて行います。外部委託運用先の選定にあ
たっては、「経営理念、経営内容および社会的評価」「本学
の資産運用に対する理解と関心」「運用方針、運用スタイ
ルおよび手法」「法人資産運用の経験と実績」「運用管理、
事務処理、法令遵守の体制」などの事項を十分審査し、継
続的にモニタリングを行っています。また、基本ポート
フォリオを設定し、基本となる運用対象資産の期待収益
率、同収益率の標準偏差、同収益率の相関係数、標準偏差
と各資産間の相関係数等を考慮した上で、目標収益率を
達成する上でのリスクを最小化するよう努めるととも
に、年１回以上の検証を行い、設定時に想定した運用環
境が現実から乖離しているなど必要があると認める場合
には、見直しを行います。 

原則４． 
アセットオーナーは、ステ
ークホルダーへの説明責
任を果たすため、運用状況
についての情報提供（「見
える化」）を行い、ステーク
ホルダーとの対話に役立
てるべきである。 

運用状況 ・「運用状況」を定期的に更新し、ステークホルダーへの
説明責任を果たせるよう、努めてまいります。本学園の
運用状況の具体的な内容は、下記「運用状況」をご参照く
ださい。 

原則５． 
アセットオーナーは、受益
者等のために運用目標の
実現を図るに当たり、自ら
又は運用委託先の行動を

スチュワ
ードシッ
プ活動 

・外部運用委託先のスチュワードシップ活動を定期的に
モニタリングし意見具申することにより、投資先企業の
企業価値の向上やその持続的成長の促進に努めていま
す。 
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通じてスチュワードシッ
プ活動を実施するなど、投
資先企業の持続的成長に
資するよう必要な工夫を
すべきである。 
 
基本ポートフォリオの内容 
本学園の資金運用方針に適合した外部委託運用の資産構成割合として、下記の基本ポートフォリオ
を策定しています。 

【基本ポートフォリオ】 

資産 基準値（資産構成割合） 許容乖離幅 

国内債券 １６％ ±５％ 

国内株式 ５２％ ±５％ 

外国債券 ２２％ ±５％ 

外国株式 １０％ ±５％ 

オルタナティブ ０％ ０％～１０％ 

短期資金 ０％ ０％～１０％ 

【目標収益率】：４～５％ 

リスク・リターン 

 期待収益率① 4.70% 

  内、インカム収益率 2.45% 

 リスク（標準偏差）② 8.44 

 運用効率（①/②） 0.56 

 99%VaR（※） -14.96 

   （※）1%の確率で発生し得る予想最大損失率 
運用状況 
2025年度（2025年 9 月末）の運用状況は以下のとおりです。 

 
以上 

（百万円） ＜参考＞

目標

簿価残高 構成比 実現収益
実現
収益率

簿価残高 構成比 実現収益
実現
収益率

実現収益率

短期 預金・合同金信等 12,320 41% 14 0.09% 11,261 39% 17 0.14% 24 0.22% 30% ー
中期 国内債券 12,733 42% 142 1.13% 12,733 44% 72 0.57% 144 1.07% 50% 1.00%

委託運用 長期 内外株式・債券等 5,072 17% 101 3.24% 5,081 17% 84 1.67% 159 3.16% 20% 2.45%
30,124 100% 257 0.83% 29,075 100% 173 0.58% 327 1.10% 100% 1.00%

※委託運用（長期）の評価損益は+612百万円、評価損益率は+12.05%
合計

実現収益
年度予想

実現収益率
年度予想

目標
構成比

自家運用

種類 区分 内容
2024年度 2025年度（9月末基準）


